
事業化の背景

◯ 地域医療構想の推進
できる限り住み慣れた地域
で安心して生活を継続でき
るう、切れ目のない医療及
び介護の提供体制の構築に
は在宅医療の推進が重要

◯ 介護保険「地域支援
事業」の内容の充実
市町村が実施する在宅医
療・介護連携推進事業につ
いて内容の充実が必要

◯ 在宅医療推進上の課題
・在宅医の不足
・Dr１人で24時間体制困難
・急変時の受入先確保困難
・積雪寒冷広大というﾊﾝﾃﾞ

対応方向

構想の重要な
ﾊﾟｰﾂとして在
宅医療提供体
制を先行して
強化する必要

市町村事業の
内容をより充
実させるよう
な取組が必要

北海道でも負
担感なく在宅
医療に取り組
んでもらう必
要

補助ﾒﾆｭｰと概要

１ 在宅医療ｸﾞﾙｰﾌﾟ診療運営

①在支診・在支病等の医師が指導役

となり、在宅医療に意欲のある未
経験医師らとｸﾞﾙｰﾌﾟを編成し、訪問
診療のﾉｳﾊｳや多職種連携の手法をＯ
ＪＴやｶﾝﾌｧﾚﾝｽ等を通じて伝え新たな
在宅医を養成

②Ｄｒ間で夜間休日不在時の代診制
③ｸﾞﾙｰﾌﾟに急変時の受入を担う病院も
加え後方病床を確保

２ 在宅医療体制支援

在宅を医療を担う医療機関の少ない

地域における訪問診療体制への支援
（グループを編成できない場合にも
上記②③等の支援を行う）

３ 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ設置促進等

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ不足地域に市町村

自ら設置、または参入事業者に補助

する市町村を支援等

４ 訪問診療ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ機器等整備

ｴｺｰ、心電計等の購入経費を補助

５ 在宅医療多職種連携ICTネットワーク
構築

在宅医療を推進するため、ICTの活用により

患者情報の共有を行うネットワークの設備整備
等の購入経費を補助

６ 在宅医療多職種連携ICTネットワーク
導入アドバイザー

ネットワーク導入に向けICTの専門家からア

ドバイスを受けるための経費を補助 １

在宅医療提供体制強化事業
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四角形



補助対象経費等 実施主体 補助率 補助基準額

地域にふさわしい継続性のあるネットワークの導入に向けて、
ICTの専門家からコンサルティングを受けるのに必要な次に掲
げる経費 ※導入前、導入年、導入後のいずれか2年間限定
【委託料、報酬、報償費（謝金）、旅費】

市町村
医療機関
医師会

10/10
以内

2,710千円

在宅医療提供体制強化事業

5

在宅医療多職種連携ICTネットワーク導入アドバイザー事業

○ 地域にふさわしい継続性のある在宅医療多職種連携ICTネットワーク導入に向けてICT専門家からアドバイス
を受ける費用を補助

○提出書類
・(別記1号様式）在宅医療提供体制強化事業「6 在宅医療多職種連携ICTネットワーク導入アドバイザー事業」計画書
・ ６ 在宅医療多職種連携ICTネットワーク導入アドバイザー事業所要額（精算額）明細書 、見積書

在宅医療多職種連携ICTネットワーク構築事業

○ 在宅医療に関わる多職種間におけるICTを活用した情報共有ネットワーク構築のための設備整備に補助

補助対象経費等 実施主体 補助率 補助基準額

在宅医療多職種連携ICTネットワークの構築に
必要な次に掲げる経費
委託料、医療機器及び備品の購入費（取付工事料
を含む。ただし補助対象者の施設内のみの情報シ
ステムの導入若しくは現在導入しているシステム
の更新に係る経費又は、地域医療情報連携ネット
ワーク構築事業費補助金で対象となる経費を除
く。）

市町村
医療機関
医師会

1/２
以内

〇ネットワークの構築2,000 千円
〇タブレット等の端末（初度のみ）150千円

○提出書類
・(別記1号様式）在宅医療提供体制強化事業「5 在宅医療多職種連携ICTネットワーク構築事業」計画書
・5 在宅医療多職種連携ICTネットワーク構築事業所要額（精算額）明細書、整備機器のカタログ、見積書


